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現
行
の
公
職
選
挙
法
は
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
テ
レ
ワ
ー
ク
で
の
選
挙
運
動
が
行
え
る
規
定
で
あ
る
の
か
に
関
す

る
質
問
主
意
書 

 

公
職
選
挙
法
に
お
い
て
、
第
百
三
十
条
（
選
挙
事
務
所
の
設
置
及
び
届
出
）
、
第
百
三
十
一
条
（
選
挙
事
務
所
の
数
）
、
第

百
三
十
二
条
（
選
挙
当
日
の
選
挙
事
務
所
の
制
限
）
、
第
百
三
十
三
条
（
休
憩
所
等
の
禁
止
）
、
第
百
三
十
四
条
（
選
挙
事
務

所
の
閉
鎖
命
令
）
な
ど
選
挙
事
務
所
に
関
す
る
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

ぎ
ょ
う
せ
い
が
発
行
し
て
い
る
「
逐
条
解
説
公
職
選
挙
法
（
下
）
」
九
八
一
頁
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
「
選
挙
事
務
所
の
概

念
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
選
挙
事
務
所
と
は
、
『
選
挙
運
動
に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
一
切

の
場
所
的
設
備
を
い
う
』
（
昭
七
、
一
二
、
二
四
大
審
院
）
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
は
こ
の
見

解
を
支
持
す
る
か
、
支
持
し
な
い
か
、
そ
の
考
え
に
至
っ
た
根
拠
の
詳
細
を
交
え
な
が
ら
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

ぎ
ょ
う
せ
い
が
発
行
し
て
い
る
「
逐
条
解
説
公
職
選
挙
法
（
下
）
」
九
八
一
頁
及
び
九
八
二
頁
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
「
例

え
ば
、
特
定
の
候
補
者
の
た
め
の
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
や
、
選
挙
用
葉
書
の
宛
名
記
入
そ
の
他
特
定
の
候
補
者
の

た
め
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
特
定
の
候
補
者
の
た
め
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
事
務
を

取
り
扱
っ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
条
（
公
職
選
挙
法
第
百
三
十
条
）
に
い
う
選
挙
事
務
所
に
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該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
昭
七
、
一
二
、
二
四
大
審
院
）
。
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
は
こ
の
見
解
を
支
持
す
る

か
、
支
持
し
な
い
か
、
そ
の
考
え
に
至
っ
た
根
拠
の
詳
細
を
交
え
な
が
ら
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

ぎ
ょ
う
せ
い
が
発
行
し
て
い
る
「
逐
条
解
説
公
職
選
挙
法
（
下
）
」
九
八
二
頁
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
「
候
補
者
の
選
挙
運

動
員
が
、
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
、
無
料
葉
書
の
頒
布
等
の
事
務
を
執
っ
て
い
る
所
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
た
と
え
選
挙
事
務

所
の
看
板
を
掲
げ
な
い
で
、
単
に
何
某
候
補
者
連
絡
所
と
表
示
し
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
の
実
体
か
ら
判
断
し
て
選
挙
事
務

所
と
み
る
べ
き
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
総
務
省
自
治
行
政
局
選
挙
部
選
挙
課
長
経
験
者
の
編

著
と
な
っ
て
い
る
が
、
政
府
は
こ
の
見
解
が
今
で
も
正
し
い
と
考
え
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
何
か
し
ら
の
変
化
が
あ
る
か
、

そ
の
考
え
に
至
っ
た
根
拠
の
詳
細
を
交
え
な
が
ら
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

四 

総
括
主
宰
者
が
、
特
定
の
候
補
者
の
た
め
の
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
や
、
選
挙
用
葉
書
の
宛
名
記
入
そ
の
他
特
定

の
候
補
者
の
た
め
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
事
務
を
自
宅
に
お
い
て
テ
レ
ワ
ー
ク
で
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
自
宅
は
公
職
選

挙
法
第
百
三
十
条
に
い
う
選
挙
事
務
所
に
該
当
す
る
の
か
、
し
な
い
の
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

五 

候
補
者
の
選
挙
運
動
員
が
、
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
、
無
料
葉
書
の
頒
布
等
の
事
務
を
自
宅
に
お
い
て
テ
レ
ワ
ー
ク
で
行
っ
て

い
る
場
合
に
は
、
自
宅
は
公
職
選
挙
法
第
百
三
十
条
に
い
う
選
挙
事
務
所
に
該
当
す
る
の
か
、
し
な
い
の
か
、
政
府
の
見
解
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を
伺
い
た
い
。 

六 
平
成
二
十
五
年
四
月
の
公
職
選
挙
法
改
正
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
選
挙
運
動
が
解
禁
さ

れ
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
や
電
子
メ
ー
ル
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
リ
モ
ー
ト
で
の
選
挙
運
動
用
文
書
図
画
の
頒
布
が
可
能

と
な
っ
た
。 

 
 

一
方
で
、
電
話
で
の
選
挙
運
動
に
お
い
て
は
、
選
挙
運
動
員
の
密
集
を
避
け
る
た
め
、
選
挙
事
務
所
以
外
の
場
所
か
ら
分

散
し
て
架
電
す
る
よ
う
な
場
合
に
、
そ
の
態
様
に
よ
っ
て
は
当
該
場
所
が
選
挙
事
務
所
と
み
な
さ
れ
、
選
挙
事
務
所
の
届
出

義
務
（
公
職
選
挙
法
第
百
三
十
条
第
二
項
）
や
数
の
制
限
（
同
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
）
に
違
反
す
る
可
能
性
が
あ
る
な

ど
、
リ
モ
ー
ト
の
促
進
が
困
難
な
選
挙
運
動
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

公
職
選
挙
法
で
は
、
選
挙
運
動
費
用
軽
減
等
の
趣
旨
か
ら
選
挙
事
務
所
に
つ
い
て
一
定
の
制
限
を
加
え
て
い
る
が
、
令
和

三
年
五
月
二
十
八
日
に
改
訂
さ
れ
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
基
本
的
対
処
方
針
」
で
は
、
職
場
へ
の
出
勤

に
つ
い
て
、
人
の
流
れ
を
抑
制
す
る
観
点
か
ら
、
在
宅
勤
務
（
テ
レ
ワ
ー
ク
）
の
活
用
や
休
暇
取
得
の
促
進
等
に
よ
り
、
出

勤
者
数
の
七
割
削
減
を
目
指
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

そ
こ
で
伺
う
が
、
選
挙
に
つ
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
事
項
を
踏
ま
え
て
選
挙
事
務
所
に
お
い
て
選
挙
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運
動
に
関
す
る
事
務
を
行
う
べ
き
で
あ
り
、
自
宅
で
の
テ
レ
ワ
ー
ク
作
業
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
も
仕
方
が
な
い
と
考
え
て
い

る
の
か
、
そ
れ
と
も
現
行
の
公
職
選
挙
法
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
環
境
の
普
及
及
び
感
染
症
蔓
延
時
の
想
定
が
な
さ
れ
て
お
ら

ず
、
同
法
が
現
在
の
実
態
に
即
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
て
、
リ
モ
ー
ト
で
の
選
挙
運
動
を
想
定
し
た
規
定
の

整
備
を
行
い
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
抑
制
に
資
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
、
そ
の
詳
細
に
つ

い
て
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


